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島
根
県
出
雲
市
西
林
木
町
六
二
六‒

一

　

労
働
者
数　

６
３
名

　

プ
ラ
イ
ム
有
限
会
社
製
造
事
業
部

は
、
株
式
会
社
出
雲
東
郷
電
機
の
構

内
下
請
け
と
し
て
電
子
ス
イ
ッ
チ
の

完
成
品
及
び
一
部
製
造
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

毎
年
、
年
間
安
全
衛
生
管
理
計
画

を
作
成
し
、
作
成
さ
れ
た
安
全
衛
生

管
理
計
画
に
基
づ
き
株
式
会
社
出
雲

東
郷
電
機
と
連
携
し
て
安
全
衛
生
活

動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
作

業
に
必
要
な
各
種
資
格
の
取
得
や
安

全
衛
生
教
育
等
の
受
講
を
計
画
的
に

行
い
、
積
極
的
に
資
格
者
等
の
養
成

◎
優
良
職
長
賞

◆
奥
井
　
達
也（

内
藤
鉄
工
株
式
会
社
）

　

こ
の
度
は
、
優
良
職
長
賞
と
い
う

栄
え
あ
る
賞
を
頂
き
と
て
も
光
栄
に

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
ま
で
仲
間
と
共
に
日
々
安
全

衛
生
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
事
が
、

こ
の
よ
う
な
形
で
認
め
て
頂
け
た
事

に
、
改
め
ま
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

私
が
勤
め
る
内
藤
鉄
工
株
式
会
社

は
、
主
に
建
築
鉄
骨
工
事
、
杭
打
工

事
、
建
築
工
事
を
営
ん
で
い
る
会
社

で
あ
り
、
私
は
杭
打
工
事
の
部
門
に

て
鋼
管
杭
を
施
工
す
る
小
型
杭
打
機

の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
及
び
職
長
と
し
て
、

建
築
・
土
木
分
野
問
わ
ず
、
様
々
な

構
造
物
の
基
礎
杭
を
施
工
し
て
お
り

ま
す
。

　

基
礎
杭
と
は
、『
構
造
物
を
地
面
の

下
か
ら
支
え
る
』
重
要
な
部
分
で
す
。

そ
の
基
礎
杭
を
、
専
用
の
建
設
機
械

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
は
安
全
管
理
者

と
安
全
衛
生
委
員
１
名
で
毎
月
実
施

し
て
い
ま
す
。
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
を

行
う
際
は
、
毎
回
、
安
全
衛
生
委
員

を
替
え
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
違
っ

た
視
点
で
職
場
の
安
全
確
認
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。
安

全
パ
ト
ロ
ー
ル
結
果
は
、
安
全
衛
生

委
員
会
に
報
告
さ
れ
、
問
題
点
を
共

有
し
て
い
ま
す
。

　

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て

は
、
各
設
備
機
械
及
び
作
業
に
つ
い

て
、
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

設
備
機
械
の
更
新
や
労
働
災
害
が
発

生
し
て
い
な
い
か
、
定
期
的
に
見
直

し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

毎
月
、
安
全
衛
生
を
含
む
労
働
に

関
す
る
提
案
を
受
け
付
け
て
い
る
が
、

５
月
の
一
月
間
は
、
安
全
に
関
す
る

提
案
を
労
働
者
に
呼
び
か
け
、
優
秀

な
提
案
に
対
し
て
７
月
に
表
彰
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
労

働
者
の
安
全
意
識
の
高
揚
を
図
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
７
月
の
表
彰
と
は

別
に
、
半
年
に
１
回
、
優
秀
な
提
案

に
対
し
て
、
表
彰
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

５
Ｓ
（
整
理
・
整
頓
・
清
掃
・
清
潔
・

躾
）
活
動
の
実
施
。
安
全
・
安
心
で

清
潔
な
作
業
場
所
を
確
立
し
て
い
ま

す
。

　

以
上
の
と
お
り
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
、
安
全
巡
視
パ
ト
ロ
ー
ル
を

は
じ
め
、
自
主
的
で
効
果
的
な
安
全

衛
生
活
動
を
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
度
、
島
根
労
働
局
長
奨

励
賞
を
受
賞
さ
れ
た
も
の
で
す
。

を
使
用
し
て
、
目
で
確
認
す
る
こ
と

の
出
来
な
い
地
中
を
相
手
に
経
験
と

想
像
力
を
活
か
し
、
安
全
・
品
質
・

工
程
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
、

日
々
仲
間
と
共
に
施
工
を
し
て
お
り

ま
す
。

　

私
の
仕
事
は
一
人
で
は
出
来
ま
せ

ん
。
日
々
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
大
切
さ

を
意
識
し
、
作
業
に
合
っ
た
適
切
な

指
示
、
声
掛
け
等
、
積
極
的
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
事
を
心
掛
け
、

時
に
は
心
を
鬼
に
し
て
叱
る
事
も
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
当
社
の
方
針
で
あ
る
『
安

全
は
何
よ
り
も
優
先
す
る
』
を
肝
に

銘
じ
て
、
共
に
働
く
仲
間
の
身
も
守

る
た
め
、
日
々
の
Ｋ
Ｙ
活
動
に
よ
り

危
険
の
芽
を
事
前
に
把
握
し
、
対
策

し
、
実
行
し
、
無
災
害
作
業
を
推
進

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
こ
の
よ
う
な
栄
え
あ
る

賞
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
励
み
に
、

仲
間
と
共
に
よ
り
一
層
安
全
衛
生
活

動
に
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
今
回
ご
推
薦
頂
き
ま
し

た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
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令和２年 令和３年 増　減
製 造 業 37 43 6
鉱 業 0 1 1
建 設 業 31 34 3
運 輸 交 通 業 6 16 10
林 業 7 8 1
第 ３ 次 産 業 85 92 7
そ の 他 8 12 4
合 計 174 206 32

出雲労働基準監督署管内の労働災害発生状況
Ⅰ　労働災害発生状況（令和 3 年 9 月末現在）

Ⅱ　業種別事故の型別労働災害発生状況
　　（令和 3 年 9 月末現在）
　製　造　業
　第 1 位　　はさまれ・巻き込まれ　13 人
　同率 2 位　切れ・こすれ、動作の反動・無理な動作　8 人
　建　設　業
　第 1 位　　墜落・転落　15 人
　第 2 位　　激突　4 人
　同率 3 位　崩壊・倒壊、交通事故　3 人

運輸交通業
　同率 1 位　墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ、動作の反動・ 
　無理な動作　4 人
第 3次産業
　第 1 位　　転倒　33 人
　第 2 位　　無理な動作・動作の範囲　20 人
　同率 3 位　墜落・転落、切れ・こすれ、交通事故　6 人

Ⅲ　まとめ
令和 3 年 9 月末現在の労働災害発生状況
・全産業において、前年同月と比較して増加。
・事故の型別発生状況では、転倒（42 人）、墜落・転落、動作 
　の反動・無理な動作（34 人）が全体の 5 割強を占めている。

労働災害を防止するために
「STOP! 転倒災害プロジェクト」を実施して転倒災害を防止しよう !

はしごや脚立からの墜落・転落災害を防止しよう

STOP! 転倒　で厚労省 HP から検索

はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！　で厚労省 HP から検索

労働発生状況（令和 3 年 1月～令和 3 年 9月）
全署計 出雲署

２年 ３年 増減数 増減率  
（％）

２年 ３年 増減数業　　　　　　　種 死亡 死傷者 死亡 死傷者 死亡 死傷者 死亡 死傷者
全産業計（除鉱山法適用） 2 459 2 557 98 21.4 0 174 1 206 32

製　

造　

業

食 料 品 0 19 0 27 8 42.1 7 11 4
繊 維 ・ 衣 服 0 2 0 2 0 0.0 1 ▲ 1
木 材・ 木 製 品 0 9 0 12 3 33.3 1 4 3
家 具・ 装 備 品 0 1 0 0 ▲ 1 ▲ 100.0 0
パルプ・紙・紙加工品・ 
印 刷 ・ 製 本 1 2 0 0 ▲ 2 ▲ 100.0 0

化 学 0 7 0 11 4 57.1 2 1 ▲ 1
窯 業 ・ 土 石 0 5 0 12 7 140.0 4 5 1
鉄 鋼 ・ 非 鉄 0 12 0 5 ▲ 7 ▲ 58.3 6 3 ▲ 3
金 属 製 品 0 9 0 8 ▲ 1 ▲ 11.1 2 2 0
機 械 器 具 0 19 0 16 ▲ 3 ▲ 15.8 12 13 1
そ の 他 の 製 造 業 0 9 0 5 ▲ 4 ▲ 44.4 2 4 2
小 計 1 94 0 98 4 4.3 0 37 0 43 6
鉱　　　　業 0 1 0 3 2 200.0 1 1

建　

設　

業

土 木 0 17 0 38 21 123.5 8 12 4
木 造 建 築 0 20 0 10 ▲ 10 ▲ 50.0 9 1 ▲ 8
そ の 他 の 建 築 1 20 1 21 1 5.0 7 1 8 1
そ の 他 0 12 0 19 7 58.3 7 13 6
小 計 1 69 1 88 19 27.5 0 31 1 34 3

運
輸 

交
通
業

道 路 貨 物 運 送 0 32 0 32 0 0.0 6 14 8
そ の 他 の 運 輸 0 2 0 11 9 450.0 2 2

林　

業

伐 木 ・ 搬 出 0 9 0 10 1 11.1 2 4 2
造林・その他の林業 0 16 0 12 ▲ 4 ▲ 25.0 5 4 ▲ 1
小 計 0 25 0 22 ▲ 3 ▲ 12.0 0 7 0 8 1

第
三
次
産
業

小 売 業 0 53 0 67 14 26.4 25 23 ▲ 2
社 会 福 祉 施 設 0 60 0 75 15 25.0 29 34 5
飲 食 店 0 14 0 19 5 35.7 2 7 5
そ の 他 の 第
三 次 産 業 0 92 1 116 24 26.1 29 28 ▲ 1

小 計 0 219 1 277 58 26.5 0 85 0 92 7
そ　の　他 0 17 0 26 9 52.9 0 8 12 4

注１： 休業４日以上、隠岐は松江署の内数。    注２： 増減数と増減率は、前年同月比。  
注３：第三次産業とは、全産業のうち、製造業、鉱業、建設業、運輸交通業、貨物取扱業、農林業、畜産・水産業を除くもの。
注４：その他とは、貨物取扱業、農業、畜産・水産業。
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島根県の最低賃金が改定されました。
  （時間額８２４円）令和３年10月2日から
地域別最低賃金　　効力発生日：令和 3 年 10 月 2 日

注意
　1. 最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
　2. 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。
　　（1） 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）　　（2） 1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　　（3） 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金　　（4） 精勤手当・皆勤手当　　（5） 通勤手当　　（6） 家族手当

特定最低賃金（産業別）　
下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金（産業別）が適用されます。

島根県最低賃金 時間額　８２４円 島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県
最低賃金が適用されます

特定最低賃金（産業別）件名 最低賃金額
（時間額） 効力発生日 特定最低賃金（産業別）の適用が除外され、島根県最低

賃金が適用される労働者

鉄鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 ９２２円 令和 2 年 11 月13 日
1．18 歳未満又は 65 歳以上の者
2．雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの
3．次の業務に主として従事する者

（1）清掃、片付け又は整理の業務
（2）選別、検数、結束又は包装の業務
（3）運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務
（4）手作業による運搬の業務

※電気機械器具等製造業については、次の業務に主として従 
　事する者も含まれる

（5）部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小
型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱
処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修
正及び掃除を行う軽易な業務

はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業 ８９８円 令和 2 年 11 月 27 日

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 ８２５円 令和 2 年 11 月 21 日

自動車・同附属品製造業 ８８７円 令和 2 年 12 月 5 日

自動車（新車）小売業 ８７２円 令和 2 年 11 月 29 日
1．18 歳未満又は 65 歳以上のもの
2．雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの
3．清掃又は片付けの業務に主として従事する者

百貨店、総合スーパー 令和 3 年 10 月 2 日から「島根県最低賃金８２４円」が適用されます

最低賃金制度って何？最低賃金制度って何？ 働くすべての人に、賃金の最低額（最低
賃金額）を保障する制度です。
働くすべての人に、賃金の最低額（最低
賃金額）を保障する制度です。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
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